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課題意識

北海道は,夏 季低 温 ・冬季厳寒 とい った気象条件や火山灰土 ・泥炭土 とい った土壌条件 など,農

業生産に とっては厳 しい自然条件下 にあ る。 しか し,こ の ような厳 しい 自然条件 を克服 し,生 産力

の向上 や規模拡大等 を果 た して きた結果,土 地利用型の大規模農業が展開 し,わ が国随 一の食料 生

産基地 となっている。 この農地開発や生産活動に対す る農家等に よる不断の努力の結果,富 良野 盆

地 の波状丘陵な ど,北 海道独 自の農村景観 が形成 され,来 訪者に も高 く評価 され ている。 ところが,

近年,WTO体 制の 中で国際競争力の強化 と経済効率性の さらなる向上が求め られ,生 産活動 と農

村景観 との 間に トレー ド ・オフの関係が生 じて きている。その一方で,生 産活動 と自然環境 を調和

させ る動 きも生産者サ イ ドか ら出て きている。

ここで は農業生産及 び生産者の立場か ら,畑 作地帯や酪農地帯 を事例に して,生 産活動 ・農地 整

備 と自然環境 ・農村景観 との相互関係を明 らかに し,北 海道農業が 自然環境 と調和 しつつ持続 的に

発展す るための条件 を提示 されたい。(梅 田 ・野本 ・福与)

はじめに

Ruttan(1971)は 「相対的 に高所 得の諸 国で

は,財 やサー ビスに対す る需要の所得弾力性は小

さくな り,替 わ って共有資源が生むアメニテ ィに

対する所得弾力性 が高 くなる」 という仮説 を提示

した。廃棄物処理のための環境 サービス と資源 が

本来 もつ アメニテ ィとの需要が競合 し,か って自

由財 という範疇にあった共有資源の価値が急速 に

高 くなって きている,と した。1962年 にレイチェ

ル カー ソ ンが 「沈黙 の春」 を出版 し,化 学物 質

(農薬)が 環境 に与える影響について警鐘 を鳴 ら

してか ら,10年 がたっていた。

1970年 代,日 本 では高度経 済成長の もとで工業

部 門が生み出 した深刻 な公害 問題の克服が最大の

課題 とな ってお り,公 害対策=環 境であ り,ア メ

ニ テ ィの議論 に進展 する ことはなか った。宇沢

(1g74)は 社会的共通資本の概念 によって,こ う

した 「不均 衡」 を説明 しようとした。宇沢は 「自

動車」 を標的 としなが ら,道 路 とい う社会的共通

資本の役割に注目 した。一方,1961年 の農業基本

法の もとで,農 業政 策は非農業部門 との所得格差

是正が最大の課題 とされ,農 業では機械化や規模

拡大に よって労働生産性 を上昇 させ,化 学肥料や

農薬の多投 に よって増収す る経路が選択 された。

1970年 代末には,第3次 全国総合開発計画の枠組

み にもとついて,国 土庁が緑の効用,農 村の景観

評価に着手 したが,具 体的 な農業政策 には結びつ

か なかった。自然や農山村が生み出す環境ア メニ

ティ注1)の価値 を積極的 に評価 する段階にはなか っ

たのである。

ルタンの問題提起が実証的研究 につながったの

は,ア メリカでは1990年 代 になってか らであ った。

Antle(1995)は,財 と環境 とは単 なる トレー ド

オフの関係ではな く,経 済成長 とともに双 方が増

加 す る よ うな経 路 を理論 的 に提 示 し,実 証 分

析注2)を試み た。 すなわち,所 得が増加 す るにつ

れ,農 産物の消費は飽和点に近づ き,よ り環境サ ー

332農 村 計 画学 会 誌Vol.19,No.4,2001年3月



ビスが消 費され るようにな り,よ り多 くの資源が

環境 サービス生産に振 り向けられ るようになる。

農業が未 開の地 を沃土 に変 え,「 ふる里」 とい う

ア メニテ ィ空 間を生み出 してきたことに,誰 も異

論はないであ ろう。事実,日 本で も多 くの消費者

が里山や棚 田の美 しさに,よ り注意 を払 うように

なった。 コメその もの より,ど の ように して,ど

こで作 られたコメなのかに,消 費者の関心が移っ

ている。 この傾向が多 くの人々に共通の もの とな

るためには,い くつ ものハー ドルを越えねばなら

ないが,環 境先進国では新 しい径路の探索がすで

に開始 されている。

農産物 とともに農村アメニテ ィや レクレーシ ョ

ンとい う環境財 を生産するフロンテ ィアが,図1

の ように描かれる。そ して図のA-B-CがAntle

論文の所得拡張経路 を示 してい る。本報告で は,

農業生産 と農村がは ぐくむ自然環境 ・農村景観の

相互関係 につ いて,こ のよ うな生産フロ ンティア

の形状 と所得拡 張経路 を前提 に し注3),北 海道農

業が 自然環境 と調和 しつつ持続的 に発展するため

の条件について考察する。

1農 村アメニティの創 出者

北海道農業 は,土 地利用型 を基本 として,農 地

経営規模が大 きい専業農家によって担われている

のが特徴である。そ して,ま だ自然が大 きく残 さ

図1農 村 アメニテ ィと食料の生産可能性 と選択

れてい る。以下で は,畑 作,酪 農 について,経 営

規模の拡大 の過程,営 農活動が農村景観 ・自然環

境 に深 く関係す る事例 を紹介す る。

(1)日 本の新 しい農村風景一美瑛町の農村景観

美瑛町の農村景観の特徴は,複 数の丘がゆるや

かな波の ように連 なる 「波状丘陵」地形に,輪 作

による畑作 が四季 に織 りなす 「パ ッチ ワー ク」 の

美 しさにある注4)。美瑛 町では,水 稲減反政策 の

影響の もとで,1975年 ごろか ら小麦の作付 面積が

急速に増加 し,畑 作物4作 の輪作体系(バ レイショ

-小麦-ビ ー トー豆類)が 確 立 され た。 これが,

ヨーロッパの農村景観 を想起 させ る景観美につ な

がっている。

Forman(1995)は 農村景観の形成 を,自 然 と

経済活動 としての土地利用 を一体的 にとらえる,

LamdMosaicの 概念 を示したが,合 崎 ・長南(1999)

はLamd Mosaicの 概念の もとで,個 別経営 の作付

行動が農村景観 に与 える影響 をパ ッチ ワー クの レ

ベルで分析 した。 パッチ ワー クは,農 業経営 の視

点か ら見れば圃場 間パ ッチ ワー クと圃場内パ ッチ

ワークに区分 される。す なわち,個 別経営がおか

れた圃場の分散 と起伏差のある圃場条件,こ れ ら

図2美 瑛町の傾斜地と土地利用
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二つの制約の もとで作付作物が決定 され,こ れが

パ ッチ ワー クを構成する。1977年 の,圃 場周辺の

地形図が図2に 示 されている。農地の急勾配の程

度,そ して農地がどの ように利用 されたかが理解

で きよう。当時,農 家は自給用の水田を造 ってい

た。雪解け水を溜池 にため,賭 け流す,い わゆる

タコツボ水田がみられる。傾斜地農業 と称 された

この地帯で,経 営耕地規模を拡大する過程で,離

農跡地 を集積 し,時 に分家 し,圃 場は分散 した。

したが って,農 家が隣 り合 う圃場で違 う作物 を栽

培 する可能性 が高ま り,圃 場 間パ ッチワークの密

度が高 くなった。他方,圃 場の起伏差が大 きいと,

機械作業の効率が低下するため に,相 対的 に労働

集約的 な豆類を作付けする。大 きな起伏差のある

部分 を境界 として作 目を変更 し,同 じ圃場内で複

数の作物 を作付 け,パ ッチワークの密度が高 くな

る。

1975年 以降,国 営土地改良事業,傾 斜地対応 型

の収穫作業機械 はパ ッチワークにすこ しずつ変化

を もたらした。 まず国営土地改良事業による区画

整理 と勾配修正 によって,傾 斜度10～12度 の農地

は,0～6度 の傾斜に修正され るよう目標が設定

された。 これによって,圃 場区画の面積は大 きく

な り,圃 場の起伏差が緩和 され るため,ポ テ ト・

ハ ーベス ターによる1日 あた り圃場作業量は,約

2倍 になったという。すなわち,区 画整理 と勾配

修正 は1農 家の圃場数 を減少 させパ ッチ ワー ク密

度 を低下 させ た。

作業機械の傾斜地対応化 もまた,パ ッチ ワー ク

の密度 を低下 させつつある。1977年 から小麦用大

型 コンバ インが導入 されたが,そ の うち6割 が傾

斜地対応型で,38%ま での左右傾斜,30%ま での

上 り傾斜,10%ま での下 り傾斜 に対応可能である。

また,傾 斜地対応型ポテ ト・ハーベス ターが1994

年か ら導入 され,作 業能率は慣行作 業体系の約3

倍 に改善された.こ の ような機械化の技術進歩 は,

傾斜地農業における規模拡大 を可能にする一方で,

輪作の重要な作 目,豆 類を減少 させる可能性 をも

たらす。

1998年 の農家調査に より,圃 場一筆毎の農地の

特徴 と作付作物の関係 を統計的 に分析す ると,圃

場 の起 伏差 が大 きいほ ど,1haあ た り作 目数

(圃場内区画数)が 増え,パ ッチワーク景観の密

度 が高 くなる。 他方,圃 場面積 と1haあ た り作

目数 には負の関係がある。圃場面積が大 きくな る

につれて1パ ッチあた り面積 が大 き くな り,パ ツ

チ ワー ク景観の密度が低下する。

写真家,前 田真三が 日本 の 「新 しい風景」 と し

て写 した美瑛 は,こ の ように農業経営が大 き く変

化 しつつあった農村の景観 であった。 自然の まま

ではない,ほ とん どが耕作 されつ くした丘である。

したがって,1970年 代か ら1980年 頃 まで,農 業機

械化や,土 地改良事業による区画整理 ・勾配修正

が施工 されなが ら,畑 作物4作 による輪作体系が

確立 した時期 は,農 業生産性 の上昇 とパ ッチ ワー

ク景観は補完 ・補合の関係 にあったと結論 できよ

う。

(2)道 東における草地開発 と自然環境一 ある酪農

経営の選択

北海道の道東で は,1980年 代 まで原野 の開発が

すすめ られた。根釧PF事 業,新 酪 農村建設事業

が有名であるが,そ の周辺に位 置する,浜 中町茶

内原野の開発をとりあげてみよう。茶内原野は1924

年の許可移民制度 によって初めて開拓 された歴 史

をもつ.国 有地の払い下げの成功 条件 は4町8反

の耕地化 と2頭 の牝馬の飼育であった。10ア ール

あた り単収 として大麦65kg,エ ン麦78kg,甜 菜2

tonと いう開拓 当時の記録が残 されている ように,

穀物生産にむかない土地であった。このために,

当初から自然条件 に適 した主畜農業 を指向 したが,

資本不足のためにその途 は困難 を極めた。やがて

耕地面積は8町 に拡大 され たが,重 なる冷害 ・凶

作 によ り,多 くの移民が開拓 を棄業 した。1937年

までに698戸 が許可移民 と して入植 し,そ の定 着

率 は50.7%で あった。

戦後,酪 農振 興法に もとつ く集約酪農地域 に浜

中町が指定 され,農 業基本法下の選択的拡大政策

の もとで酪農への専業化,規 模拡大が進展 した。

この際,草 地基盤の強化が課題 とされ,条 件が比

較的よい茶内原野 を主と した開発が企画 された。

1968年 には,茶 内地区にお いて1戸 あた り耕地面

積 を12.3haか ら28.3haに 拡大 する,3,229haの 農

地造成 の基本計画がたてられ,翌1969年 に国営開
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拓パ イロッ ト事業 として着工 された。当時の用地

調達計 画によれば3,542haの うち,91%が 山林原

野,9%が 永年草地 であ った。所有地別 には 自己

所有地2,144ha,町 有地768ha,農 協有地316ha,

開拓財 産43ha,国 有未開地187ha,民 有地84haで

ある。61%が 農家の自己所有地であ り,農 家周辺

に広が る町有林な どを買い取 り,既 耕地周辺に草

地 を造成する ことによって拡大を図った。 しか し

なが ら,事 業実施のため には原野 の全面的な排水

改 良とともに,輸 送道路や多頭化 のネックとなっ

ていた営農用水施設の整備が必要 とされたために,

1972年 に計画変更 し,国 営総合農地開発事 業 とし

て実施 された。

日本の土地改 良事業は水田の土地改良事業を基

本 に策定 されていた。 とりわけ 「区画整理」 の概

念 は,畑 や草地へ適用するこ とは難 しかった。 し

たが って,北 海道の畑地,草 地 開発のためには新

たな規定が必要 とされたことに注意 しなければな

らない。1975年 になって初め て,酪 農地帯 におけ

る圃場 の区画 は5ha程 度 を標準 とし耕作 道 を含

む道路 及び水路で区画を形成す ること,暗 渠排水

や客土,整 地 など 「質」 の変更 を行 う区画が全体

の半分以上であ るこ となどが運用方針 として取 り

決め られた注5)。茶 内地区の区画整理 について も,

ほぼ上記の運用方針が適用 された。

道東の農地開発の特徴 と して,排 水路工事 につ

いての漁業側 との調整が ある。1972年 の姉別川幹

線排 水路の工事に際 しては,姉 別川がや まべの資

源保護水面 に指定 されていること,上 流 にさけ ・

ます孵化場があることから漁業関係機関 と協議が

重ね られた。河川汚濁 を防止するために,姉 別排

水路計画の廃止 と姉別川流域低湿地帯の造成及び

既耕 地整備 を取 り止 め,そ れに代わる農地造成地

の追加 などが行われた。茶内地区の開発 は,最 終

図3道 東の草地開発の事例
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的 に全町的規模 に拡張 され,24年 問をかけて1991

年 に完了 した。

図3は,1960年 に別海から原野へ入殖 したK農

家周辺の草地 開発 を示 した ものである。湿地帯 に

入殖 した農家が農地を周辺 に拡大 しようとしたケー

スで ある。所有農地面積 は120haで あるが,現 在

借地10haを 加え,90haの 草地,経 産牛72頭(搾

乳頭数60頭)の 経営規模 であ る。経営状態は良好

であ る。明渠排水に よって造成 した自宅周辺の草

地40haは,播 種す る ものの生産性 は低 く,原 野

の状態に遷移 しつつある。 これ を除 くと,草 地は

6団 地に分散 し,15㎞ ほど離れた地点 に5団 地,

3㎞ の距離 に1団 地 をもつ。 遠隔の草地40haを

コン トラク ターへ委託 してサ イレージを生産 し,

TMRを 導入す るな どして,草 地基盤の問題に対

処 している。最近,K氏 は ドイツのファーム ・イ

ンを見学 し,自 然その もの に接 している立地その

もの を生かす ことを考 え,夏 季のカヌー,冬 季の

鹿猟などの基地 として提供することを考えている。

彼は,フ ァーム ・イ ンを 「教育」 の場 として位置

付ける。自然 を改変 しつつ,豊 かな自然に戻る農

業経営 の典型 といえるのではないだろうか。

2北 海道農業における選択の可能性

(1)農 村 アメニテ ィの目標の具体化

現在,日 本政府はWTOに おいて農業の多面的

機能を強調する戦略 をとっているが,洪 水調整 ・

国土保全機 能 を除 けば,具 体性 にか けている。

EUの 農村環境 政策 には,歴 史や文化,さ らには

生態学的 な見地に裏付 けられた思想が こめ られて

いる。 その例 として,オ ープ ン ・アクセス(農 村

空間の市民への解放)や カン トリー ・スチュワー

ドシップ(美 しい農村の維持管理)の 思想がある。

これらは,長 い歴 史をかけ,法 と して も成熟 した

概念であ る。 日本にも発展段 階,地 域に応 じた固

有 の農村 アメニテ ィの概念が必要 になる。

これ までの北 海道農業の開発過程 を前提 に した

場合,農 村アメニティとして,ど の ような具体的

な目標 を設定すべ きなのであろうか。

図4は 農村 アメニテ ィと食料生産 との関係 を示

している。資本集約的な農業 によってF曲 線で示

される食糧生産 は増加する。 一方,E曲 線 で示 さ

れる農村アメニティは生産の初期段階で徐 々に高

ま り,e0で 最 大になった後 に減少 に転ず る注6)。

ここで農村 アメニテ ィは歴 史,風 土,文 化,生 態

系 など,そ の農村が もつ 固有の要素に依存 して定

義 される もの とする。

北海道では,と くに酪農部門 において窒素循環

に負荷をかけている問題解決の優先順位が より高

い。水 産業の存在 を考 えて も,問 題解決に よる地

域経済へ の波及効果は大 きい。 したがって,生 産

によって生み出 された外部不経済 と自然 ・農村 生

活環境 の悪化 とい う,農 業部門内で発生する問題

解決がなによりも優先され よう。

図4に おいてe1を 最低環境 水準 とする と,11

を超えた資本集約度で農業生産する場合には環境

規制が必 要になる。仮 に アメニテ ィをe2の 水準

まで戻 そうとする と,現 存の農業技 術 を前提 に し

て,資 本集約度 を12ま で減少 させ るか,生 産 関

数 をF'の ように上方 にシフ トさせか,ど ち らか

の方法 をとる ことができる。技術 を変えずに資本

集約度 を低下 させ れば,食 料生産量は減少する。

したが って,環 境保全型技術の開発 に よって生 産

関数をシフ トさせ ることが現実的な選択 になる。

「集約放牧」技術 も持続的な発展 を可能にする一

つの方法であろ う。

窒素負荷については,デ ンマー クの経験 が参考

となろ う。デ ンマー クでは1984年 に具体的 な窒素,

燐酸,有 機物投入量削減達成目標が示 され,以 来,

農業における化学肥料使用規制が強化 されつづ け

ている。 しか し,規 制のために単位 面積 あた り化

図4農 村アメニ ティの 圏標と方法
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学肥料投入量 が30%も 減少 したに もかかわ らず,

単収の 目立った減少 は観察 されていない ようであ

る。す なわち,普 及センターの強力な指導の もと

で個別農家の肥料使用量の計算 を徹底 し,家 畜糞

尿 を資源化する循環型農業の構築 を目指 して,コ

ン トラクター と農業者が協力的に問題 を解決 した

か らであ る。 コン トラクターは補助金 な しで最新

の糞尿散布 システムに投資 し,単 なる農家の仕事

の肩代わ りではな く,家 畜糞尿 を資源化する 目的

を達成 したのである。 この ように,地 域の普及組

織,コ ン トラクター,農 家が協 力することに よっ

て,生 産関数FをF'の ように上方シフ トさせ,

食料生産 を大 きく減 少させ ることな く,農 村のア

メニティを回復 させ ることがで きたのである。

北海道で も,デ ンマークの ような環境対策の可

能性があ るし,す で に多 くの農家,市 町村が農村

アメニ ティを高める試み を始めている。 また,さ

まざまな経緯 をもつ地域の農業生産支援組織があ

るが,こ うした組織が再編 され,自 立 して地域資

源 を管理 できるようにす る条件整備が必要である。

中山間地対策経費がどの ように,市 町村 レベルで

使用 され るかは,と りあ えず試金石となろう。繰

り返 しになるが,農 業生産 と農村 のアメニテ ィを

切 り離す ことを避 けねば ならない。

② 農村 アメニテ ィ増加の手段

北海道の農家戸数予測結果(北 海道農業協 同組

合 中央会)に よる と,2010年 の農家戸数は4万8

千戸,現 在,約7万4千 戸であるから,35%の 減

少 である。農家戸数の減少に よって農村 コ ミュニ

ティの維持が難 しくなる地域がでて くることが予

想 され る。将 来的に,農 村アメニテ ィとい う環境

財 の供給機能を見直 し,よ り広域 で農業のポテ ン

シャルを高める可能性が大 きくなったといえよう。

地域 固有 注7)の資源 を考える時,水 系や 自然保全

地域一帯 を包括 する広域 レベルで,農 村 ・農業を

構想する時期 に きている。

農業生産性 のみにこだわる時代 は終わった。土

地生産性の低 いような地域,あ るいは自然が豊か

に残 る地域では,エ コファー ミングの技術 を開発

し,そ れ を実現 するような広域 の農村計画をたて

ることもで きる。耕作放棄地のなかには緩衝帯 と

して,農 村 アメニテ ィを高める機能 を付 与するこ

とが可能な農地 もあろ う。以下の手段が考 え られ

よう。

1)農 用地 をアメニテ ィの回復手段 とする(単 な

る耕作放棄地 とするので はなく,農 用地 と自

然 との緩衝帯,あ るいはアメニテ ィの場 と し

て保全す る)

2)水 利権の活用:も っ と水利を地域農民(住 民)

にゆだねることに よって,自 然,里 山の復元

や,地 域住民の親水機能 など,本 来 の水の総

合的な機能 を活かすこと。

3)農 家一非農家間のネ ッ トワーク,農 業支援組

織を通 じて地域の人的資源 を有効 に活用す る

こと。

上記の手段が共通の目的とす るのは,地 域固有

の資源,共 有資源の再生 とい う課題に応 えるとい

う点である。図4に 戻 ると,I0か ら11の 間で は,

税制や補助金などの経済的 な手段によりアメニティ

をコ ン トロールで き,1。 の近傍 には土地 所有権

などの私権 にかかわる領域があ る。要す るに,私

権に立ち入 って,な おかつ農村のアメニティを高

め ようとす る努力がな されるような領域で ある。

その ような,あ い まいな領域の ルールづ くり,ソ

フ トウエアーの構築が農村 アメニテ ィを増加 させ

るのである。

注

注1)農 業の環境便益については,プ ロムリー(1998)

参照。アメニティは農村風景の視覚的な快 さと定

義されているが,小 論では,も う少し広義の意味

で使用している。日本では出村.吉 田編著(1999)

など,農 業 ・農村が多面的機能においてどの程度

貢献しているかを貨幣的に評価する研究が多くな

された。但し,農 村景観の評価の多くは,そ の手

法上,農 村景観を創り出している農家の生産活動

と切り離して評価されることが多い。

注2)実 際に農業生産とレクレーションサービスの生

産フロンテ ィアを分析 したものに,Loehman&

Dinar(1994)が ある。適正な管理者の存在によっ

て,農 業生産と水質改善(レ クレーション財の生

産)の 生産可能性曲線を協力ゲームの解として導
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いた。

注3)近 藤 巧(1998)は,Antle(1995)の 分析枠組

みに依拠 して,基 本法農政後 の新 しい農業政策の

選択肢 を検討 した。

注4)吉 田(1996)は,美 瑛 の農村 景観 を環境評価の

手法 を用いて経 済評価 した先駆的 な研究であ る。

注5)規 模が大 きい畑作,酪 農経営地帯 にお いて 「土

地改良の成功 は交換 分合にあ り」 という,交 換分

合の手法が適用で きなかった。北海道酪農の発展

と国営畑総パ事業,総 合農地 開発事業の制度変化

については北倉公彦(2000)参 照。

注6)EU諸 国のカ ン トリー ・スチュワー ドシップ政

策の評価 につ いてはGuido(1999)参 照 。分析の

枠組み として,図4で 示 される農村 アメニ ティは

食料生産 とともに急速 に減少す る逆S字 型が仮定

されている。

注7)植 田(1999)は,環 境 は 「地域固有財」である

として,開 発 と環境 アプローチの調和 をはかる可

能性を示唆 している。農業経済学では,永 田(1988)

が地域資源を 「地域だけに存在する資源」 として,

非転移性,有 機的連 関性,非 市場性 とい う3点 か

ら定義 している。
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